
号

外

一�
令

和

七

年

十

月

一

日

目

次

規

則

○
岐
阜
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

人

事

課)

一
ペ
ー
ジ

訓

令

甲

○
岐
阜
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

人

事

課)

二

○
岐
阜
県
現
地
機
関
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
(

同

)

三

規

則

岐
阜
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
十
月
一
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
規
則
第
七
十
七
号

岐
阜
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
事
務
委
任
規
則(

昭
和
四
十
三
年
岐
阜
県
規
則
第
百
二
十
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

別
表
第
一
四
の
項
第
二
号
中｢

又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
所
属
職
員
の｣

を｢

の
規
定
に
よ
り｣

に
、｢

又
は
こ
れ｣

を｢

同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
受
理
し
、
又
は
同
条
第
六
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
承
認｣

に
改
め
、｢

こ
と｣

の
下
に｢(

所
属
職
員
の
部

分
休
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。)｣

を
加
え
る
。

別
表
第
三
県
事
務
所
長
の
部
四
十
三
の
項
中｢

施
行
規
則｣｣

を｢

省
令｣｣

に
改
め
、
同
項
第
二
号

中｢

第
十
六
号｣

を｢

第
十
八
号｣

に
改
め
、
同
項
第
二
十
六
号
中｢

施
行
規
則｣

を｢

省
令｣

に
改

め
、
同
号
を
同
項
第
二
十
八
号
と
し
、
同
項
第
二
十
五
号
中｢

施
行
規
則｣

を｢

省
令｣

に
改
め
、
同

号
を
同
項
第
二
十
七
号
と
し
、
同
項
中
第
二
十
四
号
を
第
二
十
六
号
と
し
、
第
二
十
号
か
ら
第
二
十
三

号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
項
第
十
九
号
中｢

第
二
十
五
号｣

を｢

第
二
十
六
号｣

に
改
め
、

同
号
を
同
項
第
二
十
一
号
と
し
、
同
項
第
十
八
号
中｢

第
三
十
四
条
の
十
四
第
一
項｣

の
下
に｢

及
び

第
三
十
四
条
の
十
八
の
二
第
一
項｣

を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
二
十
号
と
し
、
同
項
中
第
十
七
号
を
第

十
九
号
と
し
、
第
十
六
号
を
第
十
八
号
と
し
、
第
十
五
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

16

法
第
三
十
三
条
の
十
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
事
実
を
確
認
す
る
た
め
の
措
置(

児
童
自
立
生

活
援
助
事
業
、
一
時
預
か
り
事
業
、
小
規
模
住
居
型
児
童
養
育
事
業
、
病
児
保
育
事
業
、
乳
児
院
、

( ) 令和７年10月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１

○

○

岐

阜

県

公

報

号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
七
年
十
月
一
日



母
子
生
活
支
援
施
設
、
保
育
所
、
児
童
館
、
児
童
養
護
施
設(

県
立
施
設
を
除
く
。)

、
障
害
児
入

所
施
設(

県
立
施
設
を
除
く
。)

、
児
童
心
理
治
療
施
設
、
認
可
外
保
育
施
設
及
び
法
第
三
十
三
条

第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
委
託
を
受
け
て
一
時
保
護
を
行
う
業
務
に
従
事
す
る
者(

次

号
に
お
い
て｢

児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
等｣

と
い
う
。)

に
係
る
も
の
に
限
る
。)

を
講
ず
る
こ

と
。

17

法
第
三
十
三
条
の
十
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
児
童
の
安
全
な
生
活
環
境
を
確
保
す
る
た
め
に

必
要
な
措
置(

児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
等
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

を
講
ず
る
こ
と
。

別
表
第
三
県
事
務
所
長
の
部
五
十
二
の
項
第
一
号
中｢

第
六
十
四
条
第
二
項｣

を｢

第
六
十
四
条
第

四
項｣

に
改
め
、
同
部
五
十
六
の
項
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

３

法
第
二
十
七
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
事
実
を
確
認
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

４

法
第
二
十
七
条
の
五
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
園
児
の
安
全
な
環
境
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な

措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

別
表
第
三
岐
阜
地
域
福
祉
事
務
所
長
の
部
六
の
項
中｢
施
行
規
則｣｣

を｢

省
令｣｣

に
、｢

第
三
十

三
号
及
び
第
三
十
四
号｣

を｢

第
三
十
五
号
及
び
第
三
十
六
号｣

に
改
め
、
同
項
第
四
十
五
号
中｢

施

行
規
則｣

を｢

省
令｣

に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
四
十
七
号
と
し
、
同
項
第
四
十
四
号
中｢

施
行
規
則｣

を｢

省
令｣

に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
四
十
六
号
と
し
、
同
項
中
第
四
十
三
号
を
第
四
十
五
号
と
し
、

第
三
十
九
号
か
ら
第
四
十
二
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
項
第
三
十
八
号
中｢

第
四
十
三
号｣

を｢

第
四
十
五
号｣

に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
四
十
号
と
し
、
同
項
第
三
十
七
号
中｢

第
三
十
四
条
の

十
四
第
一
項｣

の
下
に｢

及
び
第
三
十
四
条
の
十
八
の
二
第
一
項｣

を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
三
十
九

号
と
し
、
同
項
中
第
三
十
六
号
を
第
三
十
八
号
と
し
、
第
三
十
三
号
か
ら
第
三
十
五
号
ま
で
を
二
号
ず

つ
繰
り
下
げ
、
第
三
十
二
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

33

法
第
三
十
三
条
の
十
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
事
実
を
確
認
す
る
た
め
の
措
置(

児
童
自
立
生

活
援
助
事
業
、
一
時
預
か
り
事
業
、
小
規
模
住
居
型
児
童
養
育
事
業
、
病
児
保
育
事
業
、
乳
児
院
、

母
子
生
活
支
援
施
設
、
保
育
所
、
児
童
館
、
児
童
養
護
施
設(

県
立
施
設
を
除
く
。)

、
障
害
児
入

所
施
設(

県
立
施
設
を
除
く
。)

、
児
童
心
理
治
療
施
設
、
認
可
外
保
育
施
設
及
び
法
第
三
十
三
条

第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
委
託
を
受
け
て
一
時
保
護
を
行
う
業
務
に
従
事
す
る
者(

次

号
に
お
い
て｢

児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
等｣

と
い
う
。)

に
係
る
も
の
に
限
る
。)

を
講
ず
る
こ

と
。

34

法
第
三
十
三
条
の
十
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
児
童
の
安
全
な
生
活
環
境
を
確
保
す
る
た
め
に

必
要
な
措
置(

児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
等
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

を
講
ず
る
こ
と
。

別
表
第
三
岐
阜
地
域
福
祉
事
務
所
長
の
部
十
五
の
項
第
一
号
中｢

第
六
十
四
条
第
二
項｣

を｢

第
六

十
四
条
第
四
項｣

に
改
め
、
同
部
十
九
の
項
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

３

法
第
二
十
七
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
事
実
を
確
認
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

４

法
第
二
十
七
条
の
五
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
園
児
の
安
全
な
環
境
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な

措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

別
表
第
三
土
木
事
務
所
長
の
部
四
の
項
第
八
号
中｢

、
第
十
二
号｣

を
削
り
、
同
項
第
十
号
中｢

第

三
十
三
条
第
二
項
第
三
号｣

を｢

第
三
十
三
条
第
二
項
第
四
号｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令

甲

岐
阜
県
訓
令
甲
第
十
八
号

庁
中
一
般

各
現
地
機
関

岐
阜
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
十
月
一
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
事
務
決
裁
規
程(

昭
和
四
十
三
年
岐
阜
県
訓
令
甲
第
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

別
表
第
二
八
の
項
部
長
専
決
事
項
の
欄
第
一
号
中

｢

部
長
等
の｣

を

｢

規
定
に
よ
る｣

に
改
め
、

｢

部
分
休
業
の
承
認｣

の
下
に｢

、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
の
受
理｣

を
加
え
、｢

同
条
第

三
項
の｣
を｢
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る｣

に
改
め
、｢

取

消
し｣

の
下
に｢(
部
長
等
の
部
分
休
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。)｣

を
加
え
、
同
項
課
長
専
決
事
項
の

欄
第
一
号
中｢

法
第
十
九
条
第
一
項
の｣

を｢

部
長
専
決
事
項
を
除
く
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る｣

に
改
め
、｢

部
分
休
業
の
承
認｣

の
下
に｢

、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
の
受
理｣

を

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和７年10月１日 ( )２



加
え
、｢

同
条
第
三
項
の｣

を｢

同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る｣

に
改
め
る
。

別
表
第
三
道
路
維
持
課
の
表
一
の
項
部
長
専
決
事
項
の
欄
第
三
号
中｢

及
び
第
二
十
条
第
六
項｣

を

｢

、
第
二
十
条
第
六
項
及
び
第
二
十
条
の
二
第
二
項｣

に
改
め
る
。

別
表
第
三
住
宅
課
の
表
五
の
項
部
長
専
決
事
項
の
欄
第
八
号
中｢

へ
の｣

を｢

に
対
す
る｣

に
改
め
、

同
欄
第
十
一
号
中｢
第
六
十
八
条｣

を｢

第
六
十
九
条｣

に
、｢

終
身
建
物
賃
貸
事
業
者｣

を｢

認
可

事
業
者｣

に
改
め
、
同
欄
第
十
二
号
中｢

第
六
十
九
条
第
一
項｣

を｢

第
七
十
条
第
一
項｣

に
、｢

終

身
建
物
賃
貸
事
業
の
認
可｣
を｢
事
業
認
可｣

に
改
め
、
同
表
七
の
項
中｢

平
成
二
十
九
年
省
令
第
六

十
三
号｣

を｢

平
成
二
十
九
年
国
土
交
通
省
令
第
六
十
三
号｣

に
改
め
、
同
項
部
長
専
決
事
項
の
欄
第

一
号
中

｢

同
条
第
十
項｣

を

｢

同
条
第
十
一
項｣

に
改
め
、
同
欄
第
二
号
中

｢

第
五
条
第
八
項｣

を

｢

第
五
条
第
九
項｣

に
、｢

同
条
第
十
項｣
を｢
同
条
第
十
一
項｣

に
改
め
、
同
欄
第
三
号
中｢

第
五

条
第
九
項｣

を｢

第
五
条
第
十
項｣

に
、｢

同
条
第
十
項｣

を｢

同
条
第
十
一
項｣

に
改
め
、
同
欄
第

十
三
号
中｢

第
五
十
条
第
一
項｣

を｢

第
七
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項｣

に
改
め
、
同
号
を
同
欄
第
十

五
号
と
し
、
同
欄
第
十
二
号
中｢

第
四
十
八
条｣

を｢
第
六
十
八
条｣

に
改
め
、
同
号
を
同
欄
第
十
四

号
と
し
、
同
欄
第
十
一
号
中｢

第
四
十
条｣

を｢

第
五
十
九
条
第
一
項｣

に
改
め
、
同
号
を
同
欄
第
十

三
号
と
し
、
同
欄
第
十
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

11

法
第
五
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
認
定
事
業
者
に
対
す
る
改
善
命
令

12

法
第
五
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
居
住
安
定
援
助
計
画
の
認
定
の
取
消
し

別
表
第
三
住
宅
課
の
表
七
の
項
部
長
専
決
事
項
の
欄
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

16

法
第
七
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
都
道
府
県
賃
貸
住
宅
供
給
促
進
計
画
の
作
成
又
は
変
更

の
提
案
を
し
た
住
宅
確
保
要
配
慮
者
居
住
支
援
法
人
に
対
す
る
通
知

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
訓
令
甲
第
十
九
号

庁
中
一
般

各
現
地
機
関

岐
阜
県
現
地
機
関
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
十
月
一
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
現
地
機
関
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
現
地
機
関
事
務
決
裁
規
程(

昭
和
四
十
四
年
岐
阜
県
訓
令
甲
第
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
六
の
項
所
長
決
裁
事
項
の
欄
第
十
五
号
中｢

の
承
認｣

の
下
に｢

、
同
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
申
出
の
受
理｣

を
加
え
、｢

同
条
第
三
項｣

を｢

同
条
第
六
項｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

( ) 令和７年10月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �３
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